
目
　
　
　
次

告
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変
更
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
七

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
七

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
七

公
　
　
　
告

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
二
八

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
五
二
九

除
去
等
の
措
置

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三
〇

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三
一

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三
一

○
換
地
処
分
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三
一

公
安
委
員
会

平
成
十
六
年
度
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
五
三
一

実
施
に
つ
い
て

○
技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
三
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
大
月
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
九
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
字
西
山
二
〇
七
番
の
一
地
先

旧

七
・
九
〜

四
二
八
・
五

か
ら

四
〇
・
六

大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
字
上
平
二
二
八
番
の
五
地
先

ま
で

新

一
〇
・
九
〜

四
二
八
・
五

四
二
・
〇

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市

川
建
設
部
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
二
十
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
〇
号

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
大
椚
字
向
川

七
五
・
〇
平
成
十
六
年

道

原
八
九
五
番
の
一
地
先
か
ら

八
月
五
日

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
大
椚
字
向
川

原
九
一
四
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
施
行
者
の
名
称

鰍
沢
町

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
九
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
二
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年八

月
五
日

第
千
四
百
九
十
八
号

木　曜　日



二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

増
穂
都
市
計
画
道
路
事
業
　
三
・
四
・
三
青
柳
長
沢
線

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
八
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
字
起
シ
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
施
行
者
の
名
称

鰍
沢
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

増
穂
都
市
計
画
道
路
事
業
　
三
・
五
・
十
二
中
田
一
号
線

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
八
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
字
八
幡
及
び
字
東
田
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
字
八
幡
地
先
（
東
川
河
川
敷
）

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
施
行
者
の
名
称

鰍
沢
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

増
穂
都
市
計
画
道
路
事
業
　
三
・
五
・
十
一
北
新
町
一
号
線

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
八
月
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
字
起
シ
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

公
　
　
　
告

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

人
事
給
与
福
利
厚
生
シ
ス
テ
ム
用
サ
ー
バ
機
器
等
　
一
式

２
　
借
入
物
品
等
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
借
入
期
間

平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で

４
　
納
入
場
所

知
事
が
指
定
す
る
場
所

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
百
六
十
七
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
こ
の
公
告
に
示
す
借
入
物
品
等
を
確
実
に
納
入
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
納
入
す
る
借
入
物
品
等
に
係
る
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
知
事
の
求
め
に
応
じ
て
速
や
か
に
提
供

で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
企
画
部

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
九
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
五
日

五
二
八



情
報
政
策
課
シ
ス
テ
ム
管
理
担
当
　
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
四
一
七

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。
）

を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
三
の
１
の
交
付
場

所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
方
法

平
成
十
六
年
八
月
十
日
（
火
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
火
）
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
山
梨
県
企
画
部
情
報
政
策
課
シ

ス
テ
ム
管
理
担
当
に
持
参
す
る
こ
と
。

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
九
月
十
五
日
（
水
）
午
後
二
時
　
山
梨
県
庁
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
北
別
館
四
階
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
ル
ー
ム

５
　
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所

平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
山
梨
県
企
画
部
情
報
政
策
課
シ
ス
テ
ム
管

理
担
当
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
必
着

す
る
こ
と
。

６
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
月
額
と
し
て
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

７
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札

そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を

も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

免
除

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

５
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※

Sum
m
ary

1
N
ature

and
quantity

ofthe
services

to
be
required

C
om
puterequipm

entforpersonnel,rem
uneration

and
w
elfare

program
system

1
set

2
D
ate
and
tim
e
fortender

2:00PM
Septem

ber15,2004
3
B
ureau

in
charge

C
om
puterSystem

M
anagem

entSection,Inform
ation

Policy
D
ivision,Planning

D
epartm

ent,Y
am
anashiPrefecturalG

overnm
ent6-1

M
arunouchi1-chom

e
K
ofu-shiY

am
anashi-ken

400-8501
Japan

TEL
055-223-1417

'

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
除
去
等
の
措
　

置廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。）
第
十
九
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
処
分
者
等
」
と
い
う
。）
を
確
知
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
構
ず
べ
き
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
内
容

山
梨
県
北
都
留
郡
上
野
原
町
八
ッ
沢
千
三
百
五
番
地
（
以
下
「
投
棄
現
場
」
と
い
う
。）
に
お
い
　

て
処
分
さ
れ
た
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
混
合
物
（
以
下
「
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
」
と
い
　

う
。）
の
入
っ
た
ド
ラ
ム
缶
四
十
一
本
及
び
当
該
ド
ラ
ム
缶
か
ら
の
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
の

漏
出
に
よ
る
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
知
事
が
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
投
棄
現

場
か
ら
撤
去
し
山
梨
県
東
八
代
郡
一
宮
町
国
分
千
十
四
番
地
一
に
保
管
し
て
い
る
も
の
を
、
法
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
及
び
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
九
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
五
日

五
二
九



特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
基
づ
き
適
正
に
処
分
す
る
こ
と
。

二
　
講
ず
べ
き
措
置
の
着
手
期
限
及
び
完
了
期
限

（一）

着
手
期
限
　
平
成
十
六
年
八
月
十
二
日
（
木
）

（二）

完
了
期
限
　
平
成
十
六
年
九
月
十
二
日
（
日
）

三
　
知
事
に
よ
る
措
置

処
分
者
等
が
二
の
（一）
の
期
限
ま
で
に
一
に
掲
げ
る
措
置
に
着
手
し
な
い
と
き
又
は
二
の
（二）
の
期
限

ま
で
に
一
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
、
講
じ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
若
し
く
は
講
ず
る
見
込
　

み
が
な
い
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
じ
、
処
分
者
等
か
ら
当
該
措
置
に
　

要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
。

四
　
問
い
合
わ
せ
先

山
梨
県
森
林
環
境
部
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
室

（
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
五
一
七
）

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
御
伊
勢
山
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地
　
富
士
吉
田
市
役
所
内

三
　
施
行
地
区

富
士
吉
田
市
小
明
見
字
御
伊
勢
山
、
雨
坪
及
び
丸
の
各
一
部

四
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
年
十
二
月
五
日

五
　
事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
五
日

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
富
士
吉
田
市
御
伊
勢
山
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
村
　
泉

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
千
七
百
八
十
七
番
地
の
四

勝
俣
　
一
作

富
士
吉
田
市
小
明
見
千
五
百
三
十
の
内
一
番
地

勝
俣
　
憲
一

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
千
百
六
十
三
番
地

佐
藤
　
幸
雄

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
千
九
百
八
番
地
の
三

羽
田
　
弘

富
士
吉
田
市
小
明
見
三
千
百
七
十
一
番
地

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
南
ア
ル
プ
ス
市
柿
平
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

杉
山
　
正
直

南
ア
ル
プ
ス
市
下
市
之
瀬
二
十
五
番
地
の
一

斉
藤
　
謙

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
八
百
八
十
四
番
地

小
川
　
恒
雄

南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
八
百
七
十
一
番
地

小
池
　
通
義

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
百
七
十
七
番
地

野
田
　
悦
雄

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
二
百
三
十
七
番
地

野
中
　
幹
章

南
ア
ル
プ
ス
市
山
寺
百
五
十
二
番
地

横
内
　
一

南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
三
十
九
番
地

横
内
　
光
明

南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
百
十
七
番
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
九
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
五
日

五
三
〇



河
野
　
治
男

南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
三
千
三
百
二
十
六
番
地

小
林
　
茂
喜

南
ア
ル
プ
ス
市
山
寺
四
百
十
一
番
地

新
津
　
柾
行

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
八
百
十
七
番
地

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
巨
摩
郡
大
泉
村
谷
戸
字
並
木
道
八
七
二
二
の
一
の
一
部
、
八
七
二
二
の
四
五
、
八
七
二
二
の
四

七
、
八
七
二
二
の
五
三
、
八
七
二
二
の
五
四
、
八
七
二
二
の
五
六
、
八
七
二
二
の
五
九
、
八
七
二
二
の

の
六
〇
、
八
七
二
二
の
六
一
、
八
七
二
二
の
六
二
、
八
七
二
六
の
二
、
八
七
二
六
の
三
、
八
七
二
八

の
四
、
八
七
三
〇
の
二
の
一
部
、
八
七
三
一
の
一
の
一
部
、
八
七
三
一
の
二
の
一
部
、
八
七
三
一
の

三
、
八
七
三
一
の
四
、
八
七
三
二
、
八
七
三
三
の
一
の
一
部
、
八
七
三
三
の
二
、
八
七
三
三
の
三
、

八
七
三
七
の
一
部
、
八
七
四
一
の
一
五
〇
の
一
部
、
八
七
四
一
の
一
六
二
五
の
一
部
、
八
七
四
三
の

四
の
一
部
、
八
七
四
三
の
五
の
一
部
、
八
七
四
五
の
一
、
八
七
五
四
の
一
の
一
部
及
び
八
七
五
四
の

一
一
の
一
部
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
二
丁
目
四
十
五
番
八
号
　
株
式
会
社
泉
郷
　
代
表
取
締
役
　
吉
留
達
也

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
新
田
字
村
前
六
五
三
の
一
、
六
五
三
の
四
、
六
五
三
の
五
、
六
五
三
の
六

、
六
五
三
の
七
、
六
五
三
の
八
、
六
五
三
の
九
、
六
五
三
の
一
〇
、
六
五
三
の
一
一
、
六
五
三
の
一

二
、
六
五
三
の
一
三
、
六
五
三
の
一
四
、
六
五
三
の
一
五
、
六
五
三
の
一
六
、
六
五
三
の
一
七
、
六

五
三
の
一
八
、
六
五
三
の
一
九
、
六
五
三
の
二
〇
、
六
五
三
の
二
一
及
び
六
五
三
の
二
二
並
び
に
西

条
字
清
水
二
五
〇
四
の
三
、
二
五
〇
四
の
七
、
二
五
〇
四
の
八
、
二
五
〇
四
の
九
及
び
二
五
〇
四
の

一
〇
並
び
に
字
金
山
二
五
〇
六
の
二
及
び
二
五
〇
六
の
八
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
路

公
　
　
園

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
昭
和

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
伊
勢
四
丁
目
二
十
二
番
一
号
　
西
甲
府
住
宅
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
戸
田
克
己

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
三
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日
実
施
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

公
安
委
員
会

'

平
成
十
六
年
度
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
実
施
に
つ
い

て警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
及
び
同
法
第
十
一
条
の
六
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理

者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

一
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

１
　
講
習
実
施
期
日

平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
（
火
）
か
ら
同
年
十
月
五
日
（
火
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日

を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２
　
実
施
場
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
九
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
八
月
五
日

五
三
一



甲
府
市
宝
一
丁
目
六
番
五
号
　
ニ
ュ
ー
機
山
（
〇
五
五
―
二
二
二
―
三
三
一
八
）

３
　
受
講
定
員

三
十
名

４
　
受
講
対
象
者

講
習
の
実
施
日
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（一）

最
近
五
年
間
に
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

（二）

警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
に
合
格
し
た
者

（三）

検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該

検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

５
　
受
講
手
続

（一）

提
出
書
類
　
　

a

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
正
副
二
通
（
申
請
前
六
か
月
以
内
に
撮
影

し
た
正
面
、
上
三
分
身
、
無
帽
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
各
一
枚
は
り
付
け
る
こ
と
。）

s

写
真
（
a
の
申
込
書
に
添
付
し
た
も
の
と
同
規
格
の
も
の
）

一
枚

d

４
の
（一）
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書
f

４
の
（二）
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
検
定

に
係
る
合
格
証
の
写
し

g

４
の
（三）
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
検
定

に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

（二）

申
込
書
提
出
先

申
込
人
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
（
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
甲
府
警
察
署
）

（三）

受
講
手
数
料

三
万
七
千
円
（
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。）

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
、
又
は
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し

な
い
。

６
　
受
講
申
込
書
受
付
期
間

平
成
十
六
年
八
月
二
十
五
日
（
水
）
か
ら
同
年
九
月
八
日
（
水
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日

を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

二
　
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習

１
　
講
習
実
施
期
日

平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で

２
　
講
習
実
施
場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
六
番
五
号
　
ニ
ュ
ー
機
山
（
〇
五
五
―
二
二
二
―
三
三
一
八
）

３
　
受
講
定
員

十
名

４
　
受
講
手
続

（一）

提
出
書
類

a

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
受
講
申
込
書
　
正
副
二
通
（
申
請
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し

た
正
面
、
上
三
分
身
、
無
帽
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
各
一
枚
は
り
付
け
る
こ
と
。）

s

写
真
（
a
の
申
込
書
に
添
付
し
た
も
の
と
同
規
格
の
も
の
）

一
枚

（二）

申
込
書
提
出
先

申
込
人
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
（
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
甲
府
警
察
署
）

（三）

受
講
手
数
料

三
万
八
千
円
（
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。）

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
、
又
は
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し

な
い
。

５
　
受
講
申
込
書
受
付
期
間

平
成
十
六
年
八
月
九
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
水
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

三
　
講
習
の
委
託

講
習
は
、
社
団
法
人
山
梨
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
行
う
。

四
　
修
了
証
書
の
交
付

講
習
最
終
日
に
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
行
い
、
合
格
者
に
は
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任

者
講
習
修
了
証
明
書
又
は
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

五
　
そ
の
他

１
　
受
講
者
が
受
講
に
当
た
り
持
参
す
べ
き
も
の

筆
記
用
具

２
　
そ
の
他

（一）

両
講
習
と
も
受
付
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、
受
付
を
締
め
切
る
。

（二）

講
習
場
所
に
お
け
る
駐
車
場
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
受
講
者
は
、
公
共
輸
送
機
関
等
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を
利
用
す
る
こ
と
。

（三）

昼
食
に
つ
い
て
は
、
各
自
で
用
意
す
る
こ
と
。

３
　
問
い
合
わ
せ
先

講
習
に
つ
い
て
の
質
疑
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
五
五

―
二
三
五
―
二
一
二
一
内
線
七
一
一
―
五
一
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
技
能

検
定
員
審
査
」
と
い
う
。）
及
び
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
教
習
指

導
員
審
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

一
　
審
査
の
種
類

１
　
技
能
検
定
員
審
査

大
型
、
大
特
、
大
自
二
、
普
自
二
及
び
牽
引
自
動
車
運
転
免
許
（
以
下
「
特
定
第
一
種
運
転
免

許
」
と
い
う
。）、
普
通
自
動
車
運
転
免
許
（
以
下
「
普
通
自
動
車
免
許
」
と
い
う
。）
並
び
に

大
型
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
運
転
免
許
（
以
下
「
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
」
と
い
う
。）

に
係
る
各
技
能
検
定
員
審
査

２
　
教
習
指
導
員
審
査

特
定
第
一
種
運
転
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
及
び
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
各
教
習

指
導
員
審
査

二
　
審
査
日
時
及
び
場
所

１
　
審
査
日
時

平
成
十
六
年
九
月
六
日
（
月
）
及
び
九
月
十
日
（
金
）

（
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
）

２
　
審
査
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
千
八
百
二
十
八
番
地
　
山
梨
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

三
　
受
付
期
間
及
び
場
所

１
　
期
間

平
成
十
六
年
八
月
六
日
（
金
）
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
（
金
）
ま
で

２
　
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
千
八
百
二
十
八
番
地
　
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

教
習
所
指
導
係

四
　
審
査
内
容

１
　
技
能
検
定
員
審
査

技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

２
　
教
習
指
導
員
審
査

教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

五
　
審
査
手
数
料

１
　
技
能
検
定
員
審
査

（一）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

一
万
四
千
七
百
五
十
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

二
万
五
百
円

（三）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

二
万
二
千
五
十
円

２
　
教
習
指
導
員
審
査

（一）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

九
千
八
百
五
十
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

一
万
二
千
百
五
十
円

（三）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

一
万
二
千
五
百
五
十
円

な
お
、
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他

１
　
審
査
申
請
、
内
容
、
手
続
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
（

電
話
〇
五
五
（
二
八
五
）
〇
五
三
三
内
線
五
九
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２
　
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
審
査
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
審
査
の
種
類
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又

は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

な
お
、
審
査
細
目
の
免
除
者
は
、
免
除
該
当
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
付
し
申
請

す
る
こ
と
。
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